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各町会長様

日頃より、各町会長の皆様におかれましては、りサイクル・清掃事業にご理

解とご協力を賜りましてありがとうございます。

東京23区では、ごみの減量やりサイクルを推進し、受益者負担の適正化を

図るため、廃棄物処理手数料について見直しを検討し、令和4年6月16日の特

別区長会総会で手数料を改定することが決定されました。

これを受けて、本区では令和 4年第四回定例会にて「豊島区廃棄物の発生抑

制、再利用による減量及び適正処理に関する条伊1」の一部を改正し、令和 5年

10月1日より廃棄物処理手数料を別紙のとおり改定いたします。

今後、広報としま、区ホームページにおいて周知して参ります。引き続き本

区の清掃・りサイクル事業に、ご理解ご協力を賜りますようぉ願い申し上げま

す。

令和 5年2月期区政連絡会

環境清掃部ごみ減量推進課

豊島区環境清掃部ごみ減量推進課長

佐藤重春

廃棄物処理手数料の改定について

8449

<資料>

廃棄物処理手数料の改定について

【お問い合わせ先】

豊島区環境清掃部ビみ減量推進課

電言舌 3 9 8 1-1 142

メーノレアドレス AO014801@city

担当中野、渡辺

事業推進グループ

FAX 3 9 8 7

toshima.1g. jp
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1.廃棄物処理手数料

1畭あたり、 6円値上げし、 46円に改定します。(23 区統一)

【1蚫あたりの処理手数料】

現行手数料

廃棄物処理手数料の改定について

※引越し等により、一度に大量の資源やごみを出す場合(家庭系臨時・多量排出)の廃棄物処理

手数料も上記のと羚り改定します。

40円

改定手数料

【改定後の事業系有料ごみ処理券の料金】

46円

10ι券(1セット 10 枚)

差額

2呪券(1セット 10キ幻

券種

45ι券(1セット 10枚)

70ι券(1セット 5枚)

6円

※改定後の事業系有料ごみ処理券は、令和5年10月1日から販売を開始します。

※現行券は、令和5年10月31日まで使用することができます。

※使い切れずに残った現行券は、ごみ減量推進課(豊島清掃事務所2階)で、差額をお支払いい

ただくことにより、同券種・伺枚数の新券と交換することができます。

現行料金

760円

2.粗大ごみ処理手数料

粗大ごみの処理手数料を改定します。

【標準重量あたりの処理手数料】

1,520円

改定後の料金

別紙

3,420円

2,660円

釘0円

標準重量

1,740円

3,910円

差額

10k宮

3,045円

20k目

110円

現行手数料

30kg

220円

50kg

490円

400円

70k宮

385円

※改定後の粗大ごみ処理手数料にっいては、令和5年10月1日以降に申し込みを受けた粗大ご

みについて適用します。

800円

改定手数料

1,200円

2,000円

400円

3.施行年月日

令和 5年10月1日

2,800円

900円

1,300円

差額

2,300円

3,200円

0円

100円

100円

布団、いす(ソファーを除く)、掃除機

300円

ソファー(1人用)、自転車(16インチ以上)

400円

たたみ(一畳)シングルベット

ソファー(2人用以上)、ダブルベッド

主な品目

大型タンス、両そで机


